
裾野市肥料等価格高騰対策事業費補助金申込要領 
 

１．趣旨 
富士伊豆農業協同組合（以下「JA ふじ伊豆」という。）は、裾野市肥料等価格高騰対

策事業費補助金※の支給を希望する肥料等の購入者の申込をとりまとめ、裾野市から交

付される補助金を支給します。 
 
※ 裾野市肥料等価格高騰対策事業費補助金 
裾野市は、肥料等の価格高騰のため経営に窮する農業経営体を支援するため、自ら

の農業経営に使用するために肥料等を購入した者に対し補助金を交付します。 
 

２．補助金の交付対象となる者 
⑴ 裾野市在住の農業経営をしている方で、５に掲げる書類を提出できる方 
⑵ 農業経営をしている裾野市内の法人で、５に掲げる書類を提出できる法人 
※ JA ふじ伊豆組合員ではない方も申込できます。 
※ ただし、次の場合は対象外となります。 
・令和４年度に裾野市以外から肥料等価格高騰に対する補助を受けている場合 
 国や県から類似の補助制度の支給を受けた又は受けようとする場合は、裾野市に 
別途ご相談ください。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２ 
条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当する 
場合 

 
３．補助金対象肥料等、補助金の額 
令和４年６月１日から令和５年１月３１日までの間に、自らが農業経営に使用するた

めに購入した肥料等の購入金額の３分の１の額を、上限２０万円まで補助します。 
※ 1,000円未満の端数は切り捨て 
※ 同一経営体（世帯や法人）に複数の農業経営者がいる場合は、同一経営体あた 
 り２０万円が上限となります。 
※ JA ふじ伊豆以外で購入した肥料等も対象になります。 
※ 対象肥料の例 
・単肥（窒素・リン酸・カリ）・化学肥料・配合肥料・有機質肥料・土壌改良剤・

堆肥等、農業経営に使用するために購入した肥料すべて 
 
４．補助金の申込の方法 
市への補助金申請は、JA ふじ伊豆がとりまとめて行います。 



補助を希望する方は、JA ふじ伊豆すその営農経済センター（裾野市御宿 690）に、５

に掲げる書類を提出してお申し込みください（郵送可）。 
※ 期間中１回に限って補助金の交付を受けることができます。複数に分けての申

込はできません。 
 
５．必要な書類 

⑴ 申込書兼口座届出書（別記様式１） 
⑵ 委任状兼同意書（様式第１号） 
⑶ 令和３年に農業所得を申告していたことが分かる書類（次のいずれか） 

・令和３年確定申告書の写し 
（e―TAX で申告した場合は、保存されている送信済みの確定申告書データを 

プリントアウトしてください。）  
・令和３年市県民税申告書の写し 
・令和３年所得証明書 

※ ただし、令和３年の農業収支がまったく同額で申告をしていない場合は、農業 
収支内訳書（写し可） 

※ ただし、令和４年に新規就農した場合は、売上伝票や領収書等、令和４年の農 
業収入や農業収入を得るための支出が証明できる書類（写し可） 

※ ただし、法人の場合は、定款や法人登記簿謄本、直近の売上元帳内訳書、直近 
の決算書、直近の法人税申告に添付した書類等で農業経営していることが証明で 
きる書類（写し可） 

⑷ 購入肥料等金額計算書（様式第６号） 
⑸ 期間中に購入した肥料等の領収書（写し可、レシート又はレシートの写し可） 
※ ただし、肥料等を購入したことが分かるものに限る。 

 
６．申込期限 
令和５年２月１日（水曜日）～令和５年２月１７日（金曜日）必着 

 
７．補助金の支給 
補助金の額が確定次第、補助金（支給・不支給）通知書（別記様式２）により通知

し、指定の口座（原則 JA バンクとします。）へ入金します。 
※ 申込から支払までは概ね１か月かかります。 
※ JA バンク以外への金融機関への入金をご希望の場合、支給手続きに、より時 

間を要する場合があります。 
※ 現金での支給や掛け売り決済への充当はできません。 

 



８．補助金の返還等 
虚偽その他不正な手段により補助金の支給を受けた場合は、補助金を速やかに返還

しなければなりません。 
 
９．税務申告について 
当補助金は税務申告対象となります。以下のとおり申告してください。 
⑴ 個人の場合 

消費税を納税していない方：雑所得 
消費税を納税している方：消費税不課税 

⑵ 法人の場合 
益金参入、消費税不課税 

⑶ 申告年 
補助金の交付があった年（JA ふじ伊豆からの通知発行日の属する年） 

 
１０．お問い合わせ 
当補助金に関するご相談、お問い合わせは、JA ふじ伊豆すその営農経済センター

（裾野市御宿 690電話 055-997-1249）までお寄せください。 
 


